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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンテンツの配信を行う機器に対して情報を送信し、該情報に基づいて該機器が所定の
条件を満たすと判定した場合に、該機器から該コンテンツと該所定の条件の配信を受ける
無線通信手段と、
　受信した該コンテンツの表示を許容する制御を前記所定の条件に基づいて行う制御手段
とを備え、
　他の無線端末に前記コンテンツの転送を行う際に、前記無線通信手段は、当該他の無線
端末で当該コンテンツの表示を許容するかどうかの判定に用いられる前記所定の条件を当
該コンテンツとともに当該他の無線端末に送信する、
　ことを特徴とする無線端末。
【請求項２】
　前記他の無線端末に転送するコンテンツは、該無線端末で入力されたコメントを含む、
　ことを特徴とする請求項１記載の無線端末。
【請求項３】
　コンテンツの配信を行う機器に対して情報を送信し、該情報に基づいて該機器が所定の
条件を満たすと判定した場合に、該機器から該コンテンツと該所定の条件の配信を受ける
通信ステップと、
　受信した該コンテンツの表示を許容する制御を前記所定の条件に基づいて行う制御ステ
ップとを有し、
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　他の無線端末に前記コンテンツの転送を行う際に、前記通信ステップにおいて、当該他
の無線端末で当該コンテンツの表示を許容するかどうかの判定に用いられる前記所定の条
件を当該コンテンツとともに当該他の無線端末に送信する、
　ことを特徴とする無線端末の制御方法。
【請求項４】
　第１の無線端末から表示を許容する条件及び情報を受信する無線通信手段と、
　登録された情報を用いて前記表示を許容する条件が満たされるか否かの判定を行い、前
記表示を許容する条件を満たすと判定した場合に、受信した前記情報の表示を許容し、前
記表示を許容する条件を満たさないと判定した場合に、受信した前記情報の表示を規制す
る制御手段とを備え、
　無線通信手段は、前記制御手段による前記判定により条件が満たされない場合であって
も、受信した前記表示を許容する条件及び前記情報を第２の無線端末に送信する、
　ことを特徴とする無線端末。
【請求項５】
　前記登録された情報は、前記無線端末のユーザプロファイル情報を含む、
　ことを特徴とする請求項４記載の無線端末。
【請求項６】
　第１の無線端末から表示を許容する条件及び情報を受信する通信ステップと、
　登録された情報を用いて前記表示を許容する条件が満たされるか否かの判定を行い、前
記表示を許容する条件を満たすと判定した場合に、受信した前記情報の表示を許容し、前
記表示を許容する条件を満たさないと判定した場合に、受信した前記情報の表示を規制す
る制御ステップとを有し、
　前記通信ステップにおいて、前記制御ステップでの前記判定により条件が満たされない
場合であっても、受信した前記表示を許容する条件及び前記情報を第２の無線端末に送信
する、
　ことを特徴とする無線端末の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
　本発明は、無線端末及びその制御方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、小型携帯パーソナルコンピュータや携帯端末（ＰＤＡ）等の普及に伴い、ピアトゥ
ピア（ｐｅｅｒ　ｔｏ　ｐｅｅｒ）の通信、つまり、ホストコンピュータ又はサーバを介
さない端末同士の通信によってデータ（コンテンツ）を交換することが行われるようにな
ってきた。各ピア（端末）が直接コンテンツを交換することにより、サーバ等を介してコ
ンテンツを取得する必要が無くなる。
【０００３】
また、近年、無線ＬＡＮ（ローカルエリアネットワーク）やブルートゥース（ｂｌｕｔｏ
ｏｔｈ）等を用いた無線通信技術の普及が急速に進んできている。このような携帯端末や
無線通信技術の利用に関して、様々なアプリケーションの研究開発が進められている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
このような携帯端末等を用いたピアトゥピア通信による種々のアプリケーションにおいて
、各コンテンツの著作権の保護、利用者の個人情報を保護するためのしくみが重要である
。また、コンテンツの配信に関しては、無制限で非効率的な配信を回避するためのしくみ
や、一方的に送られてくる広告メールのようないわゆるスパム的なコンテンツの配信を利
用者側で排除できるようなしくみも必要である。
【０００５】
　本発明は、上記のような課題に鑑み、安全かつ安価にコンテンツ配信を行える無線端末
及びその制御方法を提供することを目的とする。
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【０００６】
　本発明に係る無線端末は、コンテンツの配信を行う機器に対して情報を送信し、該情報
に基づいて該機器が所定の条件を満たすと判定した場合に、該機器から該コンテンツと該
所定の条件の配信を受ける無線通信手段と、受信した該コンテンツの表示を許容する制御
を前記所定の条件に基づいて行う制御手段とを備え、他の無線端末に前記コンテンツの転
送を行う際に、前記無線通信手段は、当該他の無線端末で当該コンテンツの表示を許容す
るかどうかの判定に用いられる前記所定の条件を当該コンテンツとともに当該他の無線端
末に送信する。
【００１０】
　本発明に係る無線端末を用いてコンテンツ配信を行う場合には、例えば、近距離無線通
信装置を備えた携帯端末間でのピアトゥピア通信によるコンテンツ交換をリレー式に実行
することにより多数の携帯端末にコンテンツを配信することができる。近距離無線通信の
規格として、例えばブルートゥースがあり、今後の普及が期待されている。このようなコ
ンテンツ配信方法によれば、今後更なる普及が期待される携帯端末及びブルートゥースの
ような無線通信技術を有効活用して、安価なコンテンツ配信を実現することができる。
　また、例えば、コンテンツの第１発信源である機器から携帯端末へのコンテンツ配信に
おいて、前記携帯端末にあらかじめ登録されている利用者の個人情報を前記機器に送信し
、前記機器は受信した個人情報を評価してその個人情報の条件に合致するコンテンツのみ
を前記携帯端末に送信することができる。こうすることにより、コンテンツの配信が無制
限になされる弊害を防止すると共に、安全なコンテンツ配信が実現される。
　また、例えば、前記携帯端末間でのピアトゥピア通信によるコンテンツ交換によって新
たに取得したコンテンツの閲覧又は利用に関して、前記携帯端末はあらかじめ登録されて
いる個人情報に合致するコンテンツの全部又は一部についてのみ閲覧又は利用を許可する
ことができる。これにより、例えば年齢制限のような条件のあるコンテンツを条件に合致
しない利用者が閲覧したり利用したりすることを防止してコンテンツ配信の安全性を高め
ることができる。その方法として、コンテンツを暗号化し、前記携帯端末は前記個人情報
に合致するコンテンツの全部又は一部についてのみ解読を実行するようにすることができ
る。
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。図１は、本発明のピアトゥピア通
信によるコンテンツ配信方法を実現するための装置の構成例を示すブロック図である。こ
の構成例では、検出部１１、記憶部１２、操作・表示部１３及び制御部１４が設けられて
いる。具体的なハードウェアとしては、例えばブルートゥース無線通信装置を備えた携帯
端末（ＰＤＡ）を用いて構成することができる。
【００１１】
検出部１１は、ピアトゥピア通信可能な状態の相手機器（コンピュータ、携帯端末等）が
存在するか否かを検出する。この検出は、例えば無線ＬＡＮやブルートゥースを用いた無
線通信環境では、通信可能範囲内すなわち電波が届く範囲内に相手機器が存在するか否か
を検知することに相当する。また、イーサネット(登録商標)ＬＡＮ等を用いた有線通信環
境では、ＵＤＰ（ユーザデータプロトコル）ブロードキャスト等を実行することによって
検出する。
【００１２】
記憶部１２は、コンテンツ交換の対象となるコンテンツデータを保存する。コンテンツを
データとして保存する通常のデータベースシステムで十分であり、ハードウェアとしては
半導体メモリ、磁気ディスク、光磁気ディスク等種々の記憶媒体が使用可能である。
【００１３】
操作・表示部１３は、コンテンツの表示や操作を行うためのユーザインターフェイスであ
る。ハードウェアとしては、ＬＣＤ（液晶表示器）やキーボード、ポインティングデバイ
ス等が用いられる。
【００１４】
制御部１４は、検出部１１、記憶部１２及び操作・表示部１３の制御を行う。検出部１１
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を介して通信可能な相手機器の有無を調べ、通信可能な相手機器が有る場合はその機器と
コンテンツ交換を行うか否かを判断する。例えば、利用者が欲しいコンテンツの条件をあ
らかじめ設定しておき、その条件に合致するコンテンツであれば交換するといった方法が
可能である。例えば、ある地域（福岡）に関するコンテンツであれば交換するという条件
を設定しておけば、他の地域（東京、大阪等）に関するコンテンツは交換されない。
【００１５】
コンテンツ交換を行う場合は、制御部１４が記憶部１２から交換対象のコンテンツを取り
出して交換する。またコンテンツ交換によって他の利用者の機器から得たコンテンツは記
憶部１２に保存される。
【００１６】
記憶部１２に保存されたコンテンツを利用者が利用（例えば閲覧）する場合に、その要求
を受けた制御部１４は指定されたコンテンツを記憶部１２から取り出す。取り出されたコ
ンテンツは制御部１４で評価され、利用者が利用可能なサービスが選択される。利用者は
選択されたサービスのみを利用することができる。
【００１７】
サービスによっては、利用者がコンテンツに対してコメント等を付加することができる場
合もある。例えば店の広告に関するコンテンツを交換する場合に、利用者がその店を利用
した感想等をコメントそして付加することができる。利用者が操作・表示部１３を操作し
てコンテンツを閲覧しコメントを入力した場合に、制御部１４は操作・表示部１３から送
られてくる入力情報（コメント）をコンテンツに含めて記憶部１２に保存する。
【００１８】
次に、制御部１４が実行するコンテンツの評価について説明する。本発明のコンテンツ配
信方法では、制御部１４が実行するコンテンツの評価によって、利用者の属性である個人
情報及びコンテンツの属性である守られるべき内容や権利（守秘情報や著作権等）を安全
に守る。このために、本発明でいうコンテンツは所定のデータ構造を有する。
【００１９】
図２は、本発明のコンテンツ配信方法におけるコンテンツのデータ構造を示す記述例であ
る。まず、「条件記述」のブロック２１では、利用者がある個人情報（属性）を有する場
合にどのようなサービスを利用することができるかを記述する。言い換えれば、当該コン
テンツを利用可能な利用者が満たすべき必要条件を定義する。図２の例では、利用者が「
Ａｇｅ」という属性を持ち、その値が２０以上である場合に、「成年」というサービスが
利用可能であることを記述している。
【００２０】
次の「サービス記述」のブロック２２では、利用者がコンテンツを使用する際に、どのよ
うなサービスが利用可能であり、そのサービスはどのようにして実行されるのかを記述す
る。一般にコンテンツは複数のサービスを含むことが許容される。例えば広告コンテンツ
の場合に、無料広告についてはすべての人が無条件に閲覧できる一方、有料広告は所定の
料金の支払を条件に閲覧できるようにするサービスも考えられる。この場合、広告コンテ
ンツが無料広告サービスと有料広告サービスの２つのサービスを含むことになる。
【００２１】
図２の例では、サービスを提供するためにＪａｖａ(登録商標)プログラムが起動される。
制御部１４は「成年」というサービスを利用者に提供するためにｓａｍｐｌｅ．Ａｄｕｌ
ｔというプログラムを起動する。次に、ｓａｍｐｌｅ．Ａｄｕｌｔに含まれるｉｎｉｔと
いうメソッドを実行し、その際の引数として「成年」という文字列を使用する。
【００２２】
次の「コンテンツ記述」のブロック２３では、サービスによってアクセスされるデータ、
及びサービスを実現するためのプログラムコードの場所を記述する。図２の例では、利用
者が「成年」である場合にはｓａｍｐｌｅ．Ａｄｕｌｔが起動される。ｓａｍｐｌｅ．Ａ
ｄｕｌｔのみがａｄｕｌｔ．ｈｔｍｌにアクセス可能であるため、結果として年齢が２０
歳以上の利用者のみがａｄｕｌｔ．ｈｔｍｌというコンテンツにアクセスするサービスを
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利用することができる。
【００２３】
また、この例ではｓａｍｐｌｅ．Ａｄｕｌｔのプログラムコード自体もコンテンツとして
利用者に配送している。こうして、コンテンツの有する秘密が不正な外部プログラムを起
動することによって暴かれる危険性を低下させることが可能になっている。
【００２４】
利用者が有する属性に応じて適切なプログラムを起動し、そのプログラムによってサービ
スが提供される。コンテンツへのアクセスもこのサービスによって行われるため、適切な
属性を持たない利用者はコンテンツにアクセスすることができない。このようにして、本
発明のピアトゥピア通信によるコンテンツ配信方法によれば、利用者の有する属性によっ
て利用者がどのようなサービスを利用可能であるかを制御することにより、安全にコンテ
ンツを流通させることが可能になる。
【００２５】
したがって、本発明のピアトゥピア通信によるコンテンツ配信方法におけるコンテンツの
「評価」とは、上記のような３つの記述ブロックを用いて、ある属性を有する利用者とコ
ンテンツが与えられたときに、その利用者が利用可能なサービスを決定して起動すること
を意味する。
【００２６】
次に、本発明のピアトゥピア通信によるコンテンツ配信方法の具体的な実施例をいくつか
挙げて説明する。
第１の実施例では、店に設置されたパーソナルコンピュータ等の機器からその店を訪れた
利用者甲の携帯端末Ａへ店の広告コンテンツが配信され、その後、利用者甲の携帯端末Ａ
から利用者乙の携帯端末Ｂへ、さらに利用者乙の携帯端末Ｂから利用者丙の携帯端末Ｃへ
とバケツリレー式にコンテンツが交換（伝達）されていく。それぞれのコンテンツ交換で
はブルートゥースの近距離無線通信が使用される。
【００２７】
図３は、本発明の第１の実施例における店の広告コンテンツの配信を示す図である。（ａ
）は店から携帯端末Ａへのコンテンツ配信を示し、（ｂ）は後刻、　携帯端末Ａと携帯端
末Ｂとが接近した際に行われる携帯端末間のコンテンツ交換の様子を示している。
【００２８】
まず、（ａ）において、利用者甲の携帯端末Ａは、検出した相手機器が店の機器（コンピ
ュータ）３１である場合は、携帯端末Ａに登録されている利用者甲のプロファイルを店の
機器３１に対して送信する（▲１▼）。二点鎖線の枠３２内に例示するようなプロファイ
ルが携帯端末Ａに登録されていると仮定する。
【００２９】
携帯端末Ａからプロファイルを受信した店の機器３１は、そのプロファイルを評価し（▲
２▼）、プロファイルの条件に合致する広告コンテンツを携帯端末Ａに配信する（▲３▼
）。例えば二点鎖線の枠３３内に示すようなプロファイルの評価とコンテンツの配信が行
われる。プロファイルの条件に合致するコンテンツが無い場合は配信を行わない。コンテ
ンツを受信した携帯端末Ａではブザー音によってコンテンツの受信を利用者甲に知らせる
。
【００３０】
（ｂ）において、利用者甲は携帯端末Ａが受信したコンテンツを操作・表示部１３の操作
によって閲覧し、その店（広告）の感想等をコンテンツに付加することができる（▲４▼
）。利用者甲がコメントを付加した（又は付加しない）コンテンツは、今度は携帯端末Ａ
から利用者乙の携帯端末Ｂへ配信される。つまり、携帯端末Ａは、検出した相手機器が携
帯端末Ｂである場合は互いのコンテンツを交換する（▲５▼、▲６▼）。
【００３１】
コンテンツは暗号化されており、所定の鍵がなければ閲覧することができない。例えば、
コンテンツへのアクセスを制限するための対タンパデバイスに格納されている個人情報（
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プロファイル）を鍵として用いることによりコンテンツの閲覧が可能になる。
【００３２】
次に、図４は、映画館において広告コンテンツを配信する場合の条件の記述例を示す。こ
れは、図２に例示したコンテンツのデータ構造であるＰｏｌｉｃｙの記述のうちの「コン
ポーネントがどのような属性を持つ場合にどのようなサービスを利用可能か」を記述する
＜ＣＯＮＤＩＴＩＯＮ＞の部分に相当する。
【００３３】
図４（ａ）は携帯端末のＯＳ（オペレーティングシステム）がＰａｌｍＯＳの場合であり
、図４（ｂ）はＯＳがＷｉｎｄｏｗｓ（登録商標）ＣＥの場合である。ＰａｌｍＯＳの場
合は白黒の広告コンテンツが表示され、Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）ＣＥの場合はカラー
の広告コンテンツが表示される。この例では、利用者の年齢が１５歳以上でなければ広告
を表示させることができない。例えば２５歳の利用者甲の携帯端末Ａに保存されている映
画館の広告コンテンツがコンテンツ交換によって１４歳の利用者乙の携帯端末Ｂに配信さ
れても、利用者乙は携帯端末ＢでそのＲ１５指定の映画広告を閲覧することができない。
【００３４】
第１段階で映画館から携帯端末に広告コンテンツを配信する場合に、Ｒ１５指定の映画コ
ンテンツは１４歳以下の利用者の携帯端末には配信しないし、第２段階の携帯端末間のコ
ンテンツ交換でＲ１５指定の映画コンテンツが１４歳以下の利用者の携帯端末に配信され
たとしても、１４歳以下の利用者はその携帯端末を用いてそのＲ１５指定の映画広告を閲
覧することができない。いわば二重のセキュリティが実装されていることになる。
【００３５】
別の例として、図５に、化粧品店において広告コンテンツを配信する場合の条件の記述例
を示す。図４に示した例と同様に、携帯端末のＯＳがＰａｌｍＯＳであるか（（ａ）及び
（ｂ））、Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）ＣＥであるか（（ｃ）及び（ｄ））によって分け
られる。また、利用者の属性が女性であるか（（ａ）及び（ｃ））、男性であるか（（ｂ
）及び（ｄ））によっても分けられる。つまり、化粧品店での広告は通常、性別によって
広告の内容が異なっている。
【００３６】
第２の実施例として、街中を歩いているときに、携帯端末に登録された自己紹介カードの
Ｐｏｌｉｃｙを交換することにより求める友達を探すアプリケーションを説明する。一例
として、利用者甲の携帯端末Ａ、利用者乙の携帯端末Ｂ及び利用者丙の携帯端末Ｃに図６
に示すような各利用者の自己紹介カード（Ｐｏｌｉｃｙ）が登録されていると仮定する。
この例では、各携帯端末には利用者のプロファイル（年齢及び性別）と求める相手のプロ
ファイル（年齢及び性別）とが登録されている。また、図７に示すように、先に携帯端末
Ａと携帯端末Ｂとの間で自己紹介カードの交換が行われ（▲１▼及び▲２▼）、その後に
携帯端末Ｂと携帯端末Ｃとの間で自己紹介カードの交換が行われる（▲３▼及び▲４▼）
場合を考える。
【００３７】
まず、携帯端末Ａと携帯端末Ｂとの間で自己紹介カードの交換が行われる際、携帯端末Ａ
に登録されている利用者甲の求める相手の条件（図６の（ａ））が携帯端末Ｂに登録され
ている利用者乙のプロファイルと異なる。同様に、携帯端末Ｂに登録されている利用者乙
の求める相手の条件（図６の（ｂ））が携帯端末Ａに登録されている利用者甲のプロファ
イルと異なる。したがって双方向に条件が一致しないが、互いの自己紹介カードは交換さ
れ（▲１▼及び▲２▼）、相手の携帯端末に一旦保存される。但し、条件が一致しないの
で閲覧（表示）することはできない。
【００３８】
次に携帯端末Ｂと携帯端末Ｃとの間で自己紹介カードの交換が行われる際、携帯端末Ｂは
その利用者乙の自己紹介カードだけでなく、先の交換で保存した利用者甲（携帯端末Ａ）
の自己紹介カードも携帯端末Ｃに送信する（▲３▼）。また、携帯端末Ｃはその利用者丙
の自己紹介カードを携帯端末Ｂに送信する（▲４▼）。
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【００３９】
この場合、携帯端末Ｃが受信した利用者甲（携帯端末Ａ）及び乙（携帯端末Ｂ）の自己紹
介カードのうち、甲のプロファイルが求める相手の条件（図６の（ｃ））に合致する。し
たがって、利用者丙は携帯端末Ｃを用いて受信した甲の自己紹介カードを閲覧することが
できる。乙のプロファイルは求める相手の条件と合致しないので表示することができない
。
【００４０】
上記のように、本発明のピアトゥピア通信によるコンテンツ配信方法によれば、店の広告
コンテンツや自己紹介カード（Ｐｏｌｉｃｙ）が携帯端末間でバケツリレー式に伝達され
ていく。この場合、無限に伝達されていくのではなく、有限の人（例えば１０人）に伝達
されたら消滅するといった設定を行うことも可能である。これにより、一方的に送られて
くる広告メールのようないわばスパム的なコンテンツの配信を制限することが可能である
。
【００４１】
なお、本発明のピアトゥピア通信によるコンテンツ交換を利用したコンテンツ配信方法の
実施に際して、すべてのコンテンツ交換を携帯端末同士の近距離無線通信に限定する必要
は無い。一部においてイーサネット(登録商標)ＬＡＮ等を用いた有線通信環境でのコンテ
ンツ交換を併用してもよい。
【００４２】
以上、本発明の実施形態といくつかの実施例を説明したが、本発明はこれらの実施形態及
び実施例に限らず、種々の形態で実施することができる。
（付記１）近距離無線通信装置を備えた携帯端末間でのピアトゥピア通信によるコンテン
ツ交換をリレー式に実行することにより多数の携帯端末にコンテンツを配信することを特
徴とするピアトゥピア通信によるコンテンツ配信方法。
（付記２）コンテンツの第１発信源である機器から携帯端末へのコンテンツ配信において
、前記携帯端末にあらかじめ登録されている利用者の個人情報を前記機器に送信し、前記
機器は受信した個人情報を評価してその個人情報の条件に合致するコンテンツのみを前記
携帯端末に送信することを特徴とする付記１記載のピアトゥピア通信によるコンテンツ配
信方法。
（付記３）前記携帯端末間でのピアトゥピア通信によるコンテンツ交換によって新たに取
得したコンテンツの閲覧又は利用に関して、前記携帯端末はあらかじめ登録されている個
人情報に合致するコンテンツの全部又は一部についてのみ閲覧又は利用を許可することを
特徴とする付記１又は２記載のピアトゥピア通信によるコンテンツ配信方法。
（付記４）前記コンテンツを暗号化し、前記携帯端末は前記個人情報に合致するコンテン
ツの全部又は一部についてのみ解読を実行することを特徴とする付記３記載のピアトゥピ
ア通信によるコンテンツ配信方法。
（付記５）近距離無線通信装置を備えた携帯端末間でピアトゥピア通信によるコンテンツ
交換をリレー式に実行するために前記携帯端末に実行させるコンピュータプログラムであ
って、ピアトゥピア通信可能な状態の相手機器が存在するか否かを検出するステップと、
記憶部に保存されたコンテンツデータを相手機器に対して送信すると共に相手機器から受
信したコンテンツデータを記憶部に保存するステップと、記憶部に保存されたコンテンツ
の表示又は操作を行うに際し、あらかじめ登録された条件に合致するコンテンツのみの表
示又は操作を許容するステップとを備えたことを特徴とするコンピュータプログラム。
（付記６）付記１から４のいずれかに記載のピアトゥピア通信によるコンテンツ配信方法
を実現するための携帯端末装置であって、ピアトゥピア通信可能な状態の相手機器が存在
するか否かを検出するための検出部と、コンテンツ交換の対象となるコンテンツデータを
保存するための記憶部と、コンテンツの表示や操作を行うための操作・表示部と、前記検
出部、記憶部及び操作・表示部を制御すると共に、コンテンツ交換によって取得したコン
テンツがあらかじめ登録された条件に合致するか否かを評価する制御部とを備えたことを
特徴とする携帯端末装置。
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（付記７）近距離無線通信装置を備えた携帯端末間でピアトゥピア通信によるコンテンツ
交換をリレー式に実行するために前記携帯端末に実行させるコンピュータプログラムを記
録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体であって、前記コンピュータプログラムは、
ピアトゥピア通信可能な状態の相手機器が存在するか否かを検出するステップと、記憶部
に保存されたコンテンツデータを相手機器に対して送信すると共に相手機器から受信した
コンテンツデータを記憶部に保存するステップと、記憶部に保存されたコンテンツの表示
又は操作を行うに際し、あらかじめ登録された条件に合致するコンテンツのみの表示又は
操作を許容するステップとを備えていることを特徴とする記録媒体。
【００４３】
【発明の効果】
以上に説明したように、本発明のピアトゥピア通信によるコンテンツ配信方法によれば、
今後更なる普及が期待される携帯端末及びブルートゥースのような無線通信技術を有効活
用して、安全かつ安価なコンテンツ配信を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明のピアトゥピア通信によるコンテンツ配信方法を実現するための装置の構
成例を示すブロック図である。
【図２】本発明のコンテンツ配信方法におけるコンテンツのデータ構造を示す記述例であ
る。
【図３】本発明の第１の実施例における店の広告コンテンツの配信を示す図である。
【図４】映画館において広告コンテンツを配信する場合の条件の記述例を示す図である。
【図５】化粧品店において広告コンテンツを配信する場合の条件の記述例を示す図である
。
【図６】第２の実施例において各携帯端末に登録される自己紹介カードの内容を例示する
図である。
【図７】第２の実施例において各携帯端末間で自己紹介カードが交換される順番を示す図
である。
【符号の説明】
１１　検出部
１２　記憶部
１３　操作・表示部
１４　制御部
３１　店の機器
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